
Ⅰ．問題と目的

現在，我が国における子どもの就園率は高く

（4歳児の90％以上の子どもが幼稚園や保育所に就園し

ている＊1），多くの子どもが小学校就学前�に幼稚

園や保育所といった社会的集団の中で過ごしてい

る。そこで子どもたちは，家庭内とは異なるルー

ルやきまり＊2に接し，自らの規範意識を形成し

てゆく。規範は本来，人が生まれる前から社会に

あるものだが，やがては人の中に取り込まれ，そ

の人の道徳的，習慣的行動を導く規範意識となる

（岩立 2008）。そのため，幼児期にどのような内容

の規範に接するのか，規範に対しどのような態度

を求められていくのかは個人と社会の在り方に影

響する重要な問題である。

平成20年度改訂の幼稚園教育要領において領

域「人間関係」に「規範意識の芽生え」という文

言が加わり，それが改訂のポイントの一つともい

われている。これは，平成10年に「道徳性の芽

生え」が領域「人間関係」に挙げられたことの流

れを�むものであり，道徳性の芽生えをより具体

化するものとして明記されたものと考えられる。

それにより幼児期の規範意識の問題は以前よりも

注目され，関連する研究は増加してきている。し

かし幼稚園教育要領に示される「規範意識の芽生

え」とは何か，そのための指導�援助はどのよう

なものが求められるのか，十分な議論がなされて
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いないことも指摘されている（松永ら 2012，利根

川 2013）。

そこで本研究では子どもの規範意識に関連する

先行研究の整理を行い，その中で子どもの規範意

識とはどのような視点で捉えられてきたのか，今

後子どもの規範意識を捉える上でどのような視点

の研究が必要であるのかを検討することを目的と

する。

まず，本研究で対象とする先行研究の範囲を明

確にしたい。

「規範」は辞典によると，「社会や集団において

個人が同調されることを期待されている行動や判

断の基準，準拠枠であり，行動の望ましさをも含

む。」（社会心理学小辞典 1994）「一定の社会的行動

が同調を要求される当為命題」（社会学辞典 1972）

とされる。

上杉（2011）は規範について，「基準」，「準拠

枠」「価値基準」「慣習」「習慣」「道徳」「行動様

式」「法」「ルール」「きまり」など，多様な意味

を含む概念であり，・慣習・や ・習慣・のように

無意識のうちに行動を規定するものと，・法・や

・ルール・のように，明文化されて強く言動を規

定する事柄が含まれている，と述べている。また，

尾田（2007）は規範の特質について，「～せよ～

すべからず」といった「まさになすべし」（当為

性，あるいは命令的性格）を含むものであると述べ

ている。

以上から，規範とはある社会的集団に属する人々

によって支持され，同調することが求められる行

動様式であることが窺える。また，人々に同調を

求める強さも異なり，義務や禁止事項のように明

確に示されるものから，奨励したり抑制を促され

たりするなど暗に示されるものまで，その存在の

在り方も多様である。子どもの園生活で使用され

る概念から考えると，「ルール」や「きまり」，「約

束」＊2といった明示的なものから，「小さい子に

やさしくする」，「人の嫌がることは言わない」と

いった暗示的なものなどが考えられる（松永 2012）。

一方，「規範意識」とは，「規範」として存在す

る事柄を各自がどのように内面化するかというこ

とであり，・外的規範を個人が自分の中に取り入

れる枠組み・および取り入れた結果としての ・内

なる規範・と表現することができる（上杉 2011）。

先行研究における規範の示され方をみると，

「ルール」という言葉が使用される場合（奥川 1996，

岡上 2011），「きまり」と示される場合（柏，田中

2003）などがあるが，それらはいずれも集団生活

の中で承認される行動の在り方，すなわち，「～

すべきである」「～すべきでない」といった義務

や禁止事項について論じられている。したがって，

規範という言葉は使用されていないが，規範に関

連する内容として判断することができる。また，

義務や禁止といった行動の規制は，善悪の判断に

基づいている場合もある（二宮 1991）。このこと

から，「規範」や「規範意識」は，「道徳」や「道

徳性」として論じられることも多い。広辞苑第六

版（2008）においても，・道徳・については，「人

のふみ行うべき道。あるいはその社会でその成員

の社会に対する，あるいは成員相互間の行為の善

悪を判断する基準として一般的に承認されている

規範の総体。」と示されており，規範を包括する

概念であることが示されている。

幼稚園教育要領（平成20年度改訂）に示される

「道徳性の芽生え」と「規範意識の芽生え」の関

係についても，双方が関連したものであること

（無藤 2011，首藤 2012），特に幼児期にはその双方

の概念は厳密に区別されておらず，併せて考えら

れるもの（無藤 2011）と言われている。また，山

岸（1999，2000）や神長（2004）の解説によると

「道徳性の芽生え」を構成する要素の一つに「き

まりを守る態度」や「ルールの必要性の理解」と

いった規範的内容を挙げている。このように道徳

性の発達のなかに規範意識が含まれるとみるもの

もあれば，道徳と規範は重なる部分がある（無藤
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2011）とする見解もあり，研究の視点によってそ

の定義は異なる。

しかし，いずれも「道徳」と「規範」，「道徳性

の芽生え」と「規範意識の芽生え」は併存的な関

係として捉えられてきたことは明らかであり，

「道徳」や「道徳性」，「道徳性の芽生え」として

論じた研究にも規範や規範意識の要素を多分に含

んでいる研究が見られる。したがって，「道徳」

や「道徳性」，「道徳性の芽生え」を主題としてい

る研究であっても，前述した規範意識についての

内容が含まれると判断した先行研究については，

本研究の分析対象とする。

以下，本稿における先行研究の整理の視点を述

べる。子どもの規範意識に関する研究の内容は幅

広い。また，研究の目的によって多様な観察の視

点や分析方法がとられている。

そこで本研究では，①子ども及び子ども同士，

②子どもと保育者，③保育者や教育方針，と研究

対象別に内容を分類した。そして，それぞれの視

点から子どもの規範意識はどのように捉えられて

きたのかを整理し，今後，子どもの規範意識の形

成を考える際にどのような視点の研究が求められ

ているのかについて考察することを目的とする。

Ⅱ．子どもの園生活における規範と規範意識

の形成

①子ども及び子ども同士

初めに，子どもを対象とした研究ではどのよう

な内容の研究が行われてきたのかについて明らか

にする。整理の観点は（1）認知発達研究（2）子

ども同士の規範共有の2点である。

（1）認知発達研究

認知発達研究において，子どもの規範意識の発

達についてはまず「道徳性の発達」として心理学

の領域より研究が進められてきた。その先駆的研

究を行ったPiaget（1932）は子どものゲーム遊び

（マーブルゲーム）の観察から道徳性の発達を体系

づけ，道徳性の発達は規則に対する認識であると

論じた。Piagetは道徳性には2つの型があると

し，一つはルールが一方的に尊敬している大人か

ら派生し，変更できないと考える「他律的な道徳」，

もう一つは，ルールは相互の同意によって変える

ことができると考える「自律的な道徳」であると

した。そして，道徳性の発達とは「他律的道徳性」

から，「自律的道徳性」へ移行する過程であると

論じた。Piagetの道徳性発達理論はルールに対

する意識と，善悪の判断を規定する要因から発達

を検討するものであり，道徳性�規範意識を認知

の側面から捉えるその後の研究に重要な示唆を与

えた。

その後，Kohlberg（1969）はPiagetの研究に

大きく依拠しながらも更に詳細に発達の過程を示

し，道徳性の発達を3水準6段階（Ⅰ前慣習的水

準，Ⅱ慣習的水準，Ⅲ脱慣習的�自律的道徳水準，の3

水準を更に6段階に区分）に表した。

Kohlbergの提唱した3水準6段階の発達理論

は，構成された規範意識が道徳的�藤場面でどの

ように働き，善悪の判断と行動へ導くのかを明ら

かにするものであった。Kohlbergは，Piaget同

様，構成論に基づいた道徳性発達理論を展開して

いるが，哲学的思想を基礎とし，心理学的根拠を

融合させた道徳教育のありかたを提唱した点で，

その後の研究の発展を促す重要な知見を示すもの

となった。Kohlbergは道徳的認知的�藤が道徳

性の発達を促す要因であると考え，道徳的ジレン

マの例話を用いた討議型の授業が有効であると提

案した（Blatt& Kohlberg1975）。構成論に基づ

く道徳教育の方法論を明確に示したことはその後

の道徳教育に大きな影響を与えており，我が国の

小学校以上の道徳教育の授業にも広く浸透し，そ

の有効性が示されている（荒木 1988）。Kohlberg

の検証は10歳以上の子どもを研究対象としてお

り，幼児期は研究対象となっていない。しかし，

Kohlbergが後に重視した，正義的共同体（just
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community） に よ る 道 徳 的 雰 囲 気 （moral

atmosphere）や集団の公正さの構造やありかた

（juststructure）といった潜在的側面へのアプロ

ーチは幼児期の教育にも応用され，その具体的な

保育実践の方法が DeVries& Zan（1994）によ

って提案されている。Kohlbergの理論の流れを

�むその後の研究の中には，幼児期も含めた発達

研究が多くなされている（Damon1975，Selman1

976，Turiel1983，DeVries& Zan1994）。そのな

かでも，その後の規範意識に関する研究にとりわ

け影響を与えたのがTurielである。

Turiel（1983）は，Kohlbergの示す水準間の

移行が慣習と道徳が分化していく過程であること

に着目し，社会的規範には3つの領域が存在する

という「領域特殊理論（domainspecifictheory）」

を提唱した。その3領域は，一つは正義や公正の

概念を土台とした「道徳」領域，二つ目は社会的

相互作用を円滑にし，社会的秩序の維持を目的と

した「社会的慣習」領域，三つ目は自己概念や他

者概念に基づいて構成され，自己内での問題とな

る「個人」の領域である。そして，それらはもと

もと質的に異なる領域概念であり，それぞれ異な

った発達過程を経ることを指摘した。このことは，

領域によって発達を促す要因も異なり，「社会的

慣習」には「社会的慣習概念」の，「道徳」には

「道徳概念」の発達を促す指導法が必要になるこ

とを示唆している。

そして，Turielは領域を分類する基準を5つ

示している。各領域を特徴づける基準を表1にま

とめた。

領域特殊理論に関する研究はTurielをはじめ

NucciやSmetanaの研究を中心に発展し，社会

的規範の内容がどの領域概念として獲得されてい

るのか，何を基準に善悪を判断しているのか，領

域概念の発達に関する研究が行われてきた。そし

て，Nucci& Turiel（1978）は，10園のプレス

クールにおける子どもの観察研究から，社会的規

範の逸脱行為を観測している。そして社会的規範

の逸脱行為に対して周囲からの反応があった246

事例を挙げ，行為に対する反応を示した相手とそ

の割合について示している（表2）。

結果は，「道徳」領域の規範（以下「道徳的規範」）

に関する逸脱は社会的慣習の規範（以下「社会的

慣習規範」）の逸脱と比較して，子どもからの情緒

的反応や報復を伴うことが多く，更に子ども�大

人の双方から生じている場合も多いことが示され
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表1 領域特殊理論における各領域の特徴 首藤（1992）p135をもとに作成

道徳 社会的慣習 個人

知識の基盤
正義や福祉，権利といった

価値概念
社会システムに関する概念 個人概念

領
域
を
分
け
る
基
準

①規則随伴性
（rulecontingency）

規則の有無にかかわらず悪い 規則が存在するときだけ悪い �

②権威依存性
（authorityurisdiction）

権威のある存在（教師や大人）の
有無や考え方に左右されず悪い

権威のある存在（教師や大人）
が悪いとすることを悪いとする

�

③一般化可能性
（generalizability）

普遍的に適用される 特定の集団のみに適用される �

④規則可変性
（rulechangeability）

規則を変えることはできない
集団の合意があれば規則を

変えることができる
�

⑤文脈性（状況依存性）
（contextualism）

どのような理由があっても悪い
状況や理由によって

許容される
�

領域を分類する
理由づけカテゴリー

他者の福祉，公平�不公平，
絶対的行為，義務感，権利

期待，規則，社会秩序，常識，
慣習からの逸脱，無礼行為

自分自身の
問題



ている。一方，社会的慣習規範に関する逸脱はそ

の大部分が大人からの反応であることが明らかに

されている。このことは，道徳的規範に関する逸

脱行為は低年齢のうちからの許容できない行為と

して認識されやすく，社会的慣習規範は子どもに

とって重要性が実感されにくい内容であるを示唆

している。

そして，Smetana（1981）は，①規則随伴性

（rulecontingency），③一般化可能性（generaliza-

bility）に「重大性（seriousness）（その行為がどの

程度悪いか）」を加えた基準から領域の獲得の発達

を明らかにしようとした。結果，アメリカ合衆国

の子どもたちは4歳頃から重大性（seriousness）

と規則随伴性（rulecontingency）の基準から「社

会的慣習規範」と「道徳的規範」の概念的区別を

行っており，「道徳的規範」の逸脱は「社会的慣

習規範」の逸脱よりも悪く，規則の有無に関わら

ない判断を示すことを明らかにした。そして，6

歳頃にはそれらを明確に区別するようになること

を示した（Nucci1981）。

こうした概念区別の発達について日本の子ども

を対象にした研究がある（吉岡 1985，首藤�岡島

1986，首藤 1999，首藤�二宮 2003，鈴木�森川 2006，

森川 2007）。我が国の領域特殊理論に基づく子ど

もの規範意識の発達研究は，6歳児（小学校就学）

以上を対象にしたものが多いが，�かながら幼児

期を対象に含む研究も見られる（首藤�岡島 1986）。

以下にこれまで明らかにされている点についてま

とめたい。

首藤�岡島（1986）の研究は，日本の子どもも，

アメリカ合衆国の子どもと同様に，「社会的慣習

規範」と「道徳的規範」の概念的区別が存在する

ことを明らかにしている。しかし，日本の子ども

はアメリカ合衆国の子どものように明確な判断基

準をもっておらず，小学校3年生頃より2つの領

域を明確に区別し始めることを示した。この結果

について首藤�岡島（1986）はアメリカ合衆国と

日本のしつけの在りかたの相違をその要因に指摘

している。すなわち，アメリカ合衆国の教師は慣

習の違反に対し，・～しなさい・とルールを明示

的に述べるのに対し，道徳的規範の違反に対して

は直接介入することが少なく他児の気持ちを考え

させる理由づけを用いることが多いこと（Nucci&

Turiel;1978），日本の母親や教師の道徳的逸脱に

対する対応についての研究はそもそも少ないが，

日本の母親は「～しないと悲しいわ」等，そうし

ない場合の結果を述べ，感情に訴える傾向にある

こと（柏木 1983）を要因の一つとして指摘してい

る。つまり，逸脱行為に対する善悪の価値提示の

在り方が日本の場合には特質的なものがあり，そ

のことが道徳的規範と社会的慣習規範の領域を明

確に捉える時期の違いに影響していることが考え

られる。

領域概念の発達を明らかにする研究ではないが，

越中（2005），越中ら（2007）は道徳的規範の逸脱

行為に該当する「攻撃行動」に焦点化し，報復や

回避等，理由のある攻撃行動に対する許容の判断

を検討している。その結果，4歳未満の子どもは

全ての攻撃行動に対して悪いと判断する傾向があ

るのに対し，4歳以上の子どもは報復的攻撃に理

解を示す子どもも見られることを明らかにしてい

る。以上の結果は，幼児期でも年齢が上がるにし

たがって，善悪の判断を決定する際の視点が広が

り，道徳的規範の逸脱行為に対してもその行為に

至る状況や文脈を考慮するようになることを意味

している。このような文脈性（状況依存性）によ

る判断に焦点化した研究は，森川�鈴木（2006），
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表2 社会的規範の逸脱行為に対する反応者と
その割合

子ども 大人 両方

道徳
（n＝114）

46％ 38％ 16％

社会的慣習
（n＝132）

3％ 92％ 5％



森川（2007）がある。そして，日本人は欧米人よ

りも対人関係を優先した判断をすることなどから

「状況依存性（文脈性）」（理由があれば逸脱しても仕

方ない）の側面から領域概念の発達を検討してい

る。その結果，道徳的規範の逸脱に対しては，

6～7歳は理由があってもいけないと答える割合

が高いのに対し，10歳から11歳ごろに，他者の

福祉や自己防衛を理由にした場合，逸脱への許容

が高まることを示した。

森川�鈴木（2006），森川（2007）の研究では，

最も低い対象年齢が6歳であり，6歳児は理由が

あっても道徳的規範の逸脱は許されないと考える

ことから，更に低年齢の3歳から5歳児は文脈や

状況による逸脱の許容はしない可能性が高い。

しかし，越中（2005），越中ら（2007）の調査で

は，4歳児でも状況による道徳的規範の逸脱行為

を許容する結果が示されている。この理由を考察

すると，森川が「人の嫌がることをいう」という

心理的攻撃内容を扱っているのに対し，越中は

「叩く」（身体的攻撃）と「遊んであげない」（関係

性攻撃）といった内容を扱っていること，さらに

森川�鈴木（2006），森川（2007）は集合調査法

（質問が一斉の場で提示され，それに対し被験者が記入

用紙に回答を記入する）による調査であるのに対し，

越中（2005），越中ら（2007）は個別の面接方式で

の調査であること，更に，攻撃の内容が具体的な

ことや，攻撃に至る経緯が紙芝居を用いて詳細に

提示されていることなども要因として考えられる。

すなわち，同じ道徳領域に分類される規範内容で

も，その内容の違いや提示のありかたによって理

解可能となる範囲が異なり，幼児期にも状況依存

的な判断をする可能性もあることが示唆される。

また，共感性と関係性攻撃の関連について調査し

た畠山ら（2012）の研究によると，関係性攻撃は

年長のほうが年中よりも多く行っていたことが示

されている。そして，「関係性攻撃を多く行う子

どもは行わない子どもと比較し，同等か，学年に

よってはそれ以上に自分が攻撃を用いた場合に相

手が悲しむだろうと認知（感情認知）しているこ

とを明らかにしている。このことは，「相手の気

持ちがわかる」ことと「人の嫌がることをしない」

ことは別の問題であることを示している。

以上から，次の点が課題に挙げられる。一点目

は，現在，「叩く（身体的攻撃）」や「遊んであげ

ない（関係性攻撃）」といった道徳的規範の逸脱行

為を子どもは状況によって許容する可能性が示さ

れている。一方，「人の嫌がることを言う」とい

った心理的攻撃行動に対する検討は幼児期を対象

にしたものでは殆ど見られていない。関係性攻撃

も心理的攻撃行動と類似する側面を有することが

考えられ，調査方法によって，幼児期でも文脈や

状況を含めた判断をする可能性がある。

二点目は，越中（2005），越中ら（2007）の調査

では理由のある攻撃行動に対する許容について検

討しており，意地悪をしようとして「叩く」とい

う身体的攻撃の内容から分析している。しかし，

幼児期においても年齢が上がるにつれて社会化，

言語能力の発達，自己調整能力の発達が促される

ことから意地悪のために「叩く」といった攻撃は

減少する問題のようにも思われる。また，攻撃行

動（身体的�関係性）の要因は「ものの貸し借り」

場面からも検討されている。小原ら（2008）の調

査では，年齢が上がるにつれてものを巡るトラブ

ルは減少し，遊びや生活のルールに関するいざこ

ざが増加することを明らかにしている。したがっ

て，教育の場に反映させることを目的とした知見

を得るためには，特に，年中児や年長児を想定し

た場合，調査内容を保育実践で生じている身近な

問題から設定し，検討する必要がある。

三点目は，このように子どもの発達を善悪の判

断から検討する研究は，基本的な子どもの認識を

捉える点で重要なものであるが，それらが実際の

人間関係の中でどのように表出されるのかについ

て検討するためには，他の研究との照合が必要と

生活機構研究科紀要 Vol.25（2016）

70



なるだろう。

（2）子ども同士のかかわりからみる道徳性及び規

範意識の発達

子ども同士のかかわりから道徳性及び規範意識

の発達について検討した研究では，遊びの仲間入

り場面における規範の機能（青井 1995）や，協同

的な遊びの展開からの分析（鈴木ら 2004），個と

集団の規範の共有過程について（利根川 2013）の

研究がある。

青井（1995）は，保育者の提示する「みんな仲

良く遊ぶ」という規範が遊び集団をどのように調

節しているのかについて，年長児の「遊びへの仲

間入り」の場面から検討している。結果，幼稚園

では年齢が上がるにしたがい遊びの明確化，組織

化が生じ，遊びの流れを維持したいという欲求が

芽生え，遊びへの途中参加を許容しない場合も多

くなることを指摘する。しかしそれは「みんな仲

良く遊ぶ」という規範からの逸脱となるため，別

の規範を用いて断る理由にする場合や，「応答し

ない」等の暗黙の拒否行動をすること，表面的に

は受容するが，実際には仲間に入りできていると

はいえない参加の仕方を強いるなど，規範が子ど

もの遊びの中で複雑な機能を果たしていることを

明らかにしている。青井（1995）の研究からは，

規範の機能的側面から子どもの規範意識の様相が

浮き彫りにされるが，規範の機能を中心に分析さ

れている内容であることや，「仲間入り」といっ

た場面はあくまでも子どもが遊びの一員となる為

の通過点に過ぎない（箕輪 2007）ことから，仲間

入りの受容の問題だけではなく，仲間関係や遊び

展開のプロセスを含め，さらに遊びの内容そのも

のにかかわるルールへの意識から規範意識の様相

を捉える必要があるように思われる。

鈴木ら（2004）は，協同的な遊び（「お店屋さん

ごっこ「シャボン玉遊び」「ままごと」「ドッヂボール」

「駒回し」「カルタ」）の観察から子どもの道徳性や

規範意識の形成へと影響すると考える「子ども同

士の感情的�がり」について検討している。その

結果，子ども同士の感情的つながりが構築されて

いく条件に（役割を見出す，自己成長の実感，帰属意

識）が関与していることが明らかになったと述べ

ている。以上の研究は，集団における子ども同士

の相互作用から道徳性や規範意識の様相を論じた

研究であり，集団レベルでの分析となっている。

そのため，どのようなやりとりが個々の子どもの

意識の変容を促したのかについては明らかにされ

ていない。個々の子どもの変化を分析することを

通して子どもの規範意識の発達について論じてい

る研究（利根川 2013）では，自己調整能力の発達

過程と仲間関係やクラス集団の進展との関連につ

いて特定の女児（4歳児）の1年間の変容から分

析している。その結果，自己調節機能の発達には，

クラスのメンバーとしての「かかわりの歴史」が

積み重ねられ，クラス内で起こる問題とその解決

過程で集団内に「クラス規範の創造と共有」が積

み重ねられたことが影響していることを示してい

る。利根川（2013）の研究は自己調整の観点から

4歳児の規範意識の発達の様相を明らかにしてい

るが，4歳児の特定の女児を対象としたものであ

ることから，幼児期の規範意識の全体像を見る為

には男児の場合や年長児の例など，他の例も検討

する必要があるだろう。

②子どもと保育者

次に，子どもと保育者双方を対象とした規範研

究ではどのような内容の研究が行われてきたのか

について明らかにする。整理の観点は（3）保育

者が示す規範と子どもの規範意識（4）指導方法�

教育内容の2点である。

（3）保育者が示す規範と子どもの規範意識

保育者が示す規範と子どもの規範意識について

論じた研究では，a）保育方法の比較による道徳

性発達を検討した研究（大倉 1989，松永ら 2012）

保育者の示す規範が子どもに浸透する過程を検討
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した研究（結城 1994，松永ら 2013）がある。

a）保育方法の比較による道徳性発達の検討

大倉（1989）は，4�5歳児クラス（自由な活動が

多く，協同的に遊ぶ保育を中心）と5�6歳児クラス

（賞罰を用いる権威的�指示型の保育中心）のクラス

の子どもを対象に，道徳性の発達をインタビュー

調査から測定している。その結果は，年齢が低い

クラスであるが協同的な保育をする保育者のクラ

スの子どもの方が賞罰を用いる権威的�指示型の

保育を中心とする5�6歳児クラスの子どもよりも

道徳性発達の得点が高かった。このことは，自発

的�協同的な保育が道徳性の発達を促すことを裏

付け，また賞罰を用いる保育によって道徳性は育

ちにくいとする理論の裏付けとなるものであろう。

また，松永ら（2012）も身体的同調による保育を

行う保育者Aと，指示的な言葉による保育を行

う保育者B，の2クラス（三歳児）の保育実践比

較から「規範意識の芽生え」を育む保育者の役割

を検討している。結果は，保育者と子ども間の視

線共有や身体的同調を重視している保育者Aの

クラスでは，①保育者と子どもに親密性が形成さ

れた②子ども同士，あるいは子どもと園の環境の

間に親密性が広がり子どもたちが自発的にお互い

を肯定的に受け入れあう様子が見られた，という

変化を挙げ，指示的な言葉による保育よりも，身

体的同調による応答関係の成立が子どもの「規範

意識の芽生え」「内的秩序感覚」の形成を促して

いることを指摘する。

上記の研究は，保育者と子どもに交わされるや

りとりが道徳性や規範意識にどのような影響を及

ぼしているのかを検討するものであり，保育者の

指示性�主導性を否定し，子どもの主体性を促す

ような言葉かけや，かかわりの重要性を強調して

いる。

このことはKohlbergの理論の流れを�み，構

成論に基づく保育実践方法を提唱している

DeVries& Zan（1994）も同様の指摘をしており，

協同的�相互尊重に基づいた人間関係の重要性を

述べている。しかし，DeVries& Zan（2002）は

構成論に基づく保育が時に誤解される傾向がある

ことも指摘しており，公正や思いやりに関する民

主主義を原理とする保育の在り方は，不必要な強

制を最小限にすることを述べているのであり，教

師の強制を伴う指導を全て不必要であると否定す

るものではないことを述べている。

上記の研究による「協同的な保育」を行ってい

る保育者も子どもに対する指示は確認されている。

つまり，「協同的な保育」とは，基本的なかかわ

り方の姿勢を示しているのであり，教師の明確な

指導が必要な場面も存在するのである。しかし，

どのような場面では教師の明確な指導が必要であ

り，どのような場面では子どもの主体性や自由意

思を尊重していくのか，どのような実態の子ども

には明確な指導をし，どのような子どもには見守

ったり任せたりするのかは示されていない。この

点については現在明確な指導モデルはないように

思われ，多くの場合，保育者の経験則や個々の保

育者の保育観に委ねられているように思われる。

b）保育者の示す規範が子どもに浸透する過程を

検討した研究

結城（1994）は幼稚園での観察研究から子ども

が日常的に教師から集団の一員として処遇を受け

ることで，何が逸脱行為で何が逸脱行為でないの

かを集団的に捉えていくことを明らかにしている。

たとえば，集団規範から逸脱する行為に対して，

教師がその行為をラベリングをすること（望まし

い行為を「大きい組さんみたい」と褒め，望ましくな

い行為には「おまめさん＜小さい子＞みたい」という

事など）を通じ，逸脱行為が可視化されていくと

述べている。このようなラベル化が集団内で共有

されるようになり，①同じ所属集団メンバーと自

分との相互関係を読みとること②自分の所属集団

と他の集団との相互関係を読みとることによって

その場で要求される規範内容を学習していくこと
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を指摘する。

松永ら（2013）は，「非言語的応答関係」に注

目し，1年間に亘る保育者Aの保育実践観察か

ら3歳児の規範意識の芽生えと集団の規範意識の

生成過程における保育者の役割ついて検討してい

る。その結果，子ども集団に「身体的同調」が積

み重ねられ，それを保育者が広める役割を果たし

ていたこと，子ども集団の行動を規定する「ノリ」

が生じ，それを保育者が肯定的に受け止めたこと

で子どもたちがお互いを肯定的に受け止めあう

「居場所」が生成されていることを明らかにした。

そして，「居場所」が生成されることにより，集

団意識と内的秩序が形成されてゆくことを論じて

いる。規範意識の研究については4歳児以上を研

究対象とする場合が多かったが，松永ら（2013）

の研究によって，「規範意識の芽生え」の様相と

そこにかかわる保育者の役割が示されている点で

新たな知見となっている。

以上の研究から，保育者が示す規範は，集団生

活の中でラベル化され，それが時間の経過と共に

浸透し，可視化されていくことによって共有され

ることが示された。また，「規範意識の芽生え」

とは，「まだ規範意識と断定できるものではない

が，その後の規範意識の形成にかかわる育ちの要

素」を示している（無藤 2011）が，松永ら（2013）

の研究により，3歳児における規範意識の芽生え

は身体的同調と，子どもの居場所生成が重要であ

ることが示された。

以上のように，集団の中で獲得されていく，あ

るいは構成していく子どもの規範意識については，

保育者の指導の在り方を含めて分析されてきた。

そして，保育者の指導の基本的なスタンスがどの

様にあるべきかについて，クラス比較分析などに

よって明らかにされた。しかし，実際には協同的�

相互尊重に基づく保育展開を目指されるものの，

それを受け入れられない子どもも存在するのが現

実ではないだろうか。たとえば，言葉遣いや振る

舞いが際立って乱暴，相手の嫌がることをする，

集団での活動を過度に嫌がるなど，集団に適応し

にくい性格的�行動的特徴があり，周囲と協同的

な活動をすることが困難な場合などである。そし

てこのような子どもは発達に遅滞や特性を有する

場合ばかりではなく，集団への抵抗感や，子ども

の気質，生育環境など様々な要因が複雑に絡み合

っている場合がある。このような場合，クラス集

団としての指導だけではなく，個別のかかわりが

必要となるだろう。

また，道徳性の発達を促すとされる協同的�相

互尊重に基づく保育はその理論に従った保育をす

れば，その場から展開していく訳ではなく，その

ようなクラス運営に至るまでの過程もあるように

思われる。その際，先行研究で「協同的�相互尊

重に基づく保育」として論じられる，いわゆる理

想とする保育に結びつかないことも多分にあるの

ではないだろうか。

したがって，クラス集団レベルでどのようなス

タンスで保育を行うことが保育者の役割としてふ

さわしいのかを問うだけではなく，規範意識の形

成に課題を感じた，あるいは保育者が規範形成に

対するかかわりに困難を感じた個々の子どものケ

ースを分析し，その変化等について分析する必要

があるのではないだろうか。そして，協同的�相

互尊重に基づく保育へと結びつけていくための保

育について検討する必要もあるのではないだろう

か。

（4）保育の指導方法�教育内容

子どもの道徳性及び規範意識の形成を促す保育

の指導方法�教育内容に関する研究では，道徳性

の芽生えを培う保育内容は，意図的なものと無意

図的なものがあると言われる（大倉 2000，大倉 2001a，

大倉 2001b）。大倉（2001b）は「意図的なものとは，

カリキュラムとして計画された活動などが代表的

であるが，無意図的なものとは，周囲との人間関

係を通して形成される道徳的雰囲気である」と述
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べている。この点については橋本（2002）も，社

会�道徳的雰囲気は ・潜在カリキュラム・として

存在し，保育者が意図するしないにかかわらず道

徳的な価値観，人との関わり，ルールについて子

どもたちに教訓として伝わっていくことをDeVries

& Zan（1994）の研究結果をもとに論じている。

一方，意図的なものとはカリキュラムに組み込

まれる活動内容であり，主に次のような内容を挙

げている。①ごっこなどの遊び②ゲーム遊び（ゲ

ームは，鬼ごっこやかくれんぼに始まり，缶けり，陣

地取りなど）③わらべうた④おはなし（絵本，童話，

昔話など）⑤動植物の飼育栽培⑥日常生活（片づけ，

基本的生活習慣，当番など）などである。その中で

特にルールのあるゲーム遊びについては，競争�

協力が含まれること，公正な判断を必要とするこ

と，ルールを変更したり，新たに作ったりして工

夫して遊ぶために協力が必要となることなどから，

道徳性や規範意識の成長を促す要素が多く含まれ

ることを指摘する。

また，鈴木ら（2010）はルールのある遊びから

いざこざが生じることは必然的であり，協同的な

遊びから生じるいざこざを通して秩序感覚や規範

意識が養われると述べている。

幼児期の発達を構成主義理論に基づく発達理論

から示したPiaget（1932）やVygotsky（1989）ら

によって，協同的な遊びや活動は子どもが進んで

自己調整する機会を与え，道徳性及び規範意識の

発達を促すことが論じられている。また，Piaget

や Vygotskyの理論は我が国の幼稚園教育要領

や学習指導要領にも大きく影響していると思われ，

現行の幼稚園教育要領においても協同的な活動が

推奨されている。さらに詳細には文部科学省発行

の『幼稚園における道徳性の芽生えを培うための

事例集』（2001）からその内容が見て取ることが

でき，道徳性や規範意識の形成を促すと考えられ

るゲーム遊びやごっこ遊びの例が挙げられている。

しかし，ゲーム遊びやごっこ遊びの実際に表れ

る子どもの姿をどのように解釈するのかについて，

自主性と指導性にかかわる問題が発生する場合も

多く，その指導の難しさが指摘されている。たと

えば片山（1955）は実践の中で戦いごっこ等暴力

的行為が含まれるような遊びは，トラブルが発生

したり，危険が伴う場合もあり，保育者が一方的

に制止したり，保育者が主導的に他の遊びに転換

させようとする場面も存在する事実を挙げている。

一方，子どもにとってのごっこ遊びの意義を考慮

すれば，重大な危険が想定されない限り，保育者

が主導的にかかわるよりも体験を通した自律的な

気づきを尊重する必要もある。ごっこ遊びのトラ

ブルによって，相手の心情を考慮する必要性や力

加減等を自から考える機会が生じることが考えら

れるからである。

この両義性から，保育者としてのかかわりの在

り方について「自律的な道徳性を育む」ことと

「保育者の指導」がどのように行われることが相

応しいのか，その判断が容易ではないことが指摘

されているのである。

また，子ども同士のいざこざについて論じた先

行研究では，いざこざが子どもの道徳性や規範意

識の形成を促す契機になることが論じられている

（Shanz1987，河邊 2001，無藤 2001，仙田 2002，鈴

木ら 2010）。

そして，子ども同士のけんか，いざこざへの対

処については「表面的な解決を促さず，子ども同

士の納得（折り合い）を促すかかわり」が基本的

指導であるとされるが，実際には双方の納得がい

かず，折り合いをつけることもできず，「ものわ

かれ」によっていざこざが終結することも多いこ

とが明らかにされている（Kinoshitaら 1993）。

さらに，椋木（2011）は保育現場や保育者によ

って対応に違いがあったり，どう解決すべきかベ

テラン保育者でも悩む実態があることを挙げ，教

育実践の特質上，個々のいざこざの状況が多岐に

わたるために，対応もケースバイケースにならざ
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るを得ないが，何歳の子どもには何が善いこと，

悪いことだと理解できているのか，理解できてい

ないとすればどのように指導すべきなのか，とい

った議論が保育現場に十分浸透していないことを

指摘している。椋木（2011）の指摘は片山（1955）

の指摘とも共通しており，60年が経過した現在

も同様の問題を抱え続けていることが示唆される。

③保育者や教育方針

最後に，保育者を対象とした研究ではどのよう

な内容の研究が行われてきたのかについて明らか

にする。整理の観点は（5）保育者の保育観（6）

保育�教育理念の2点ある。

（5）保育者の保育観

子どもの道徳性及び規範意識の形成に対する保

育者の保育観については，社会的規範の逸脱行為

に対する保育者の働きかけについて（首藤ら 2002），

学級経営観と学級規範に関わる子どもの捉え方の

関係について（中川ら 2011），保育者の道徳指導

観の特徴（越中ら 2011）の研究がある。

首藤ら（2002）は，幼稚園教諭を対象に質問紙

調査を実施し，社会的規範の逸脱場面に対する指

導の度合いと，評定の理由を自由記述で回答を求

めている。

その結果，保育者の働きかけは基本的には優し

く働きかけるという意識が高いものの，他者に不

快な思いをさせたり他者を身体的に傷つける場面，

自分の体を傷つける恐れのある場面では厳しいか

かわりも辞さないことを明らかにしている。この

ことは，教師は場面の性質に応じてかかわり方を

変えていることを意味しており，特に対人的な問

題では相手の尊厳にかかわる内容の規範を重視し

ていることを示している。

また，中川ら（2011）は，学級経営観と学級規

範に関わる子どもの捉え方との関係を質問紙調査

によって検討している。

その結果，保育者は利他的�向社会的な行動を

通して規範意識の育ちを把握する傾向が強いこと

を示している。このことは，越中ら（2011）の研

究でも同様の指摘をしており，保育者は小学校教

諭と比較し，思いやりや気持ちに寄り添うことを

重視する傾向にあることを明らかにしている。

以上の研究から，保育者は子どもの規範意識を

利他的�向社会的な行動から捉えており，他者の

尊厳にかかわる規範を重視する傾向性が示されて

いる。しかし，保育者が子どもに対するかかわり

を規定する際には，規範の内容によって対応が変

化するだけではなく，年齢や子どもの理解力，そ

の行為に及ぶ経緯など複数の要因を考慮してなさ

れることが推測される。また，個々の保育者の保

育観は園の教育方針，保育経験といった保育者内

の要因によっても異なってくることが考えられる。

したがって，規範内容だけではなく，保育者が子

どものどのような側面を指導の観点としているの

か，保育者内の要因も含めた研究が今後必要とな

るだろう。

（6）保育�教育理念

子どもの規範意識の形成について保育�教育理

念から検討した研究では，a）幼稚園教育要領等

の指針分析から論じる研究（三宅 2001，北川 2012，

椋木 2011），b）道徳教育及び規範指導の在り方

を提案する研究（吉田 1952，小林 1958，宮寺 1973，

平野 2002），c）幼児教育の特質との関連から課題

について論じた研究 （増田 2007，大倉 1994，平山

2003，赤堀 2006，柏�田中 2003）がある。

a）幼稚園教育要領等の指針分析

幼稚園教育要領等の指針から子どもの道徳性及

び規範意識の捉え方や内容について論じる研究で

は，三宅（2001）が，これまでの『幼稚園教育要

領』に示される道徳性の取扱いについて分析し，

3つの期（①1964�，②1990�，③1999�）に分けられ

ると述べている。それぞれの期における道徳性の

特徴として，①道徳性の捉え方は集団的な生活の

規範といった社会規範的なものから個人的集団的
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な生活の規範といった内面的な道徳的態度へと変

わったこと，②教師が是認や否定を通して教える

類のものから相互作用によって自ら積極的に身に

つけていくものへと変遷したこと，③それまで

「仲良く遊びながら」などポジティブな体験を通

じての考え方が�藤やつまずきなどネガティブな

体験を通じておこなうということに方向変換した

ことを述べている。

北川（2012）は保育所保育指針と幼稚園教育要

領の分析から幼児期の道徳性の捉え方として①人

を尊重する心②自主自立の態度③自然や動植物に

親しむ心④協調性の4点にまとめられる，と述べ，

一方でそれに対する具体的な道徳指導の在り方が

検討されていないことを指摘する。

椋木（2011）は，『幼稚園における道徳性の芽

生えを培うための事例集』に示される子どもの道

徳性の発達の特徴及び保育者の指導の留意点につ

いて次の3点にまとめている。①幼児期は他律の

段階と言われるが，自律的な側面もある②子ども

は遊びを通して，他者の気持ちを想像したり理解

したりできるようになり，共感や思いやり行動が

できるようになる③保育者は児童期以降の道徳性

の発達を見通し，その基礎となる道徳性（道徳性

の芽生え）を培うようにする，といった内容である。

そして「道徳性の芽生え」を捉えられる観点と

して，「よいこと悪いことに気付き，考えながら

行動すること」，「思いやりをもつこと」，「きまり

の大切さに気付き，守ろうとすること」という人

間関係に関わる内容が，示されている，と述べる。

しかし，上記の内容は幼児期以降も発達課題とな

りうるため，幼児期と児童期以降との違いをどの

ように捉えるか，幼児期の発達的特徴は何か，そ

の3つの内容に示されている力が幼児期にどのよ

うに形成されているのか，明確に示す必要がある

と論じている。

以上のように，『幼稚園教育要領』や，『幼稚園

における道徳性の芽生えを培うための事例集』等

の分析では，育つことが望まれる内容や，育って

いく過程を重視するべきであることが示されてい

るものの，保育者の具体的な指導については明確

な記述がなく，十分に議論されていないことが共

通の課題として挙げられている。

保育は個々の子どもの発達や状況を勘案して指

導がなされるものであることから，幼稚園教育要

領等に示される内容は汎用性のある，抽象的な記

述にならざるを得ないことが考えられる。しかし，

何歳の子どもには何が善いこと，悪いことだと理

解できているのか，理解できていないとすればど

のように指導すべきなのか，といった議論が保育

現場に十分浸透していないとすれば，保育現場で

生じている規範的問題を想定した指導モデルを仮

定し，議論を発展させていくことも必要なのでは

ないだろうか。

b）道徳教育及び規範指導の在り方を提案する研

究

三宅（2001）が『幼稚園教育要領』に示される

道徳性の取扱いの時代の変化について3つの期

（①1964�②1990�③1999�）に分けられることを指摘

したように，道徳教育や規範指導の方向性は時代

によって変化している。そのことは先行研究の内

容からもその変容が見て取れる。たとえば，1950

年代の研究では，道徳性の発達の学習的側面を強

調した研究が多く，幼児期の道徳教育及び規範指

導に関しては躾の観点を中心に論じられている（小

林 1958，吉田 1952）。それは，子どもが初めて触

れる規範は，養育者による躾であり，躾を通して

伝達された「善悪」の概念が，やがて道徳性の基

盤となると考えられているからであろう。

吉田（1952）はその具体的な教育の場や育つ要

素について言及しており，子どもの集団において

最も身近で理解しやすい道徳概念が「公平」であ

ると述べている。「公平というような考え方は子

どもにとっても，最も理解し易い人間関係であり，

かつ，社会的に考えても極めて重要な態度である。
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この態度は，特に多数のものが集まっている幼稚

園において，最もよく躾ることができる性質のも

のである。遊具を使うのにかわり番に使うとか，

ものを分けるときに平等に分けるとかいうことで

ある。このことを常に意識して，公平なこと平等

なことがよいことで，それに反することが悪いこ

とであるという生活を行わせると，それがかなり

早い機会に，人間関係の正しい洞察に移行する。

こういったことが子どもの道徳教育なのである。」

としている。また，このような公平�平等にかか

わる教育の重要性については宮寺（1973）も指摘

していることである。宮寺（1973）は「子どもの

ずるさ」の構造と保育者の指導法について論じ，

・ずるさ・は子どもが悪いと知りつつ悪くないこ

とのように振る舞うところに問題があるとして，

その体験を子どもの道徳指導のきっかけにするこ

とも充分考えられてよいと述べている。そして，

具体的な指導としては①予防的指導，②事象を見

守り，その起こりを理解しようとすること，の2

点を挙げている。

上記の研究はいずれも40年以上前に発表され

たものであるが，公平や平等にかかわる内容はそ

の後，構成論から道徳教育の在り方について論じ

たKohlberg（1971）やDeVries&Zan（1994）の

研究においても道徳教育の中心的概念となるもの

として扱われており，近年の子どもの実態にも当

てはめて考えられるように思われる。たとえば，

いざこざの内容を調査した近年の研究でも，3歳

児では物の独占による取り合いが多いが，年齢が

上がるにつれて遊びや生活のルールにかかわる内

容が増加することが明らかにされている（小原ら

2008）。このような対立は具体的な物の所有にか

かわる内容から人間関係における権利や平等にか

かわる公平�公正の問題がかかわっている。また，

岡本（2005）は幼児期の発達の特徴にはゲーム遊

びに惹かれ始めることを指摘し，それと同時期に

「ルール」の存在や「ズルイ」という概念に気付

くと述べている。そして，子どものゲーム遊びの

中で「ズルイ」は最大の悪として扱われ，相手へ

の攻撃や自らの主張に使用するようになること，

そしてこのことが子どもの発達に大きな契機をも

たらすことを述べる。子どもは「不平等」や「不

公平」という言葉よりもまず，「ずるい」という

言葉を用いて，その意思を表明しはじめることが

指摘されるように，このような公平や平等にかか

わる感覚への気付きはこの時期に獲得される社会

規範の基礎であることが考えられる。

以上から，道徳教育及び規範指導の在り方を提

案する研究を概観することによって2点の事が明

らかになった。一つは，幼児期において公平や公

正，平等の意識に基づく道徳教育の重要性が年代

に関わらず指摘されてきたこと，二つ目は近年，

子どもに対する道徳教育及び規範指導を「躾」と

の関連から論じる研究は殆ど見られず，道徳や規

範を「教育」や「指導」に焦点化した研究も殆ど

見られないということである。

一点目については，今後公平や平等の意識の発

達を促す教育を検討していくことが規範意識の形

成を促す教育の具体化へと�がることが考えられ

る。二点目は，道徳性や規範意識の発達を促す教

育については，大人が子どもに価値を示唆し，基

礎を養えるようにするという捉え方から，子ども

を主体的な存在とし，自ら道徳性や規範意識を形

成していく存在として捉える教育観の変化による

影響が考えられる。このことについて平野（2002）

は，「主体性重視」という言葉は様々な教育観を

生み出し，また子どもへ伝達すべき「善さ（しつ

け）」の内容と方法をもち得なくなったことを指

摘している。教育観の方向転換は道徳性及び規範

意識の形成を促す教育の在り方にも当然ながら大

きく影響を与えており，特に価値の伝達を含んだ

道徳�規範の伝達は子どもの主体性と教育をどの

ように捉えるのかによってもその在り方が大きく

異なることが考えられる。
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c）幼児教育の特質との関連から課題について論

じた研究

増田（2007）は，1989年の新教育要領改訂によ

って主体性を重視した自由保育的理念が強調され

て以来，従来の集団主義的な一斉保育から子ども

の自己決定を尊重し，個性化�多様化を重視する

路線へと転換し，しつけや生活習慣の訓練機能が

退化したことを指摘している。大倉（1994）はこ

の自由保育的理念が標榜されて以来生じている保

育現場の混乱について述べており，「子どもの主

体性を重視し，環境を通しての教育�保育，また，

遊びを通して教育�保育する，といった幼稚園教

育要領や保育所保育指針に述べられている指針の

意味�内容は十分に理解されず，保育者の指導性

が無視され，保育者の権威は喪失し，乳幼児のし

たいほうだい勝手気ままな行動を容認し，教育�

保育しているとは言い難く，かえって乳幼児をス

ポイルし混乱を招いている状況が見られる。」と

指摘する。このような指摘は本吉（1993），平山

（2003），赤堀（2006）も述べており，本来思想を

示す言葉であった ・自由保育・が表面的な活動形

態としての理解に留まり，任せることと放任の違

いが明確な定義なしに保育者の曖昧な解釈の中で

実践されていること，保育者が価値を伝達する役

割を失ったことで教育が偶発性に委ねられている

ことが危惧されている（本吉 1993，平山 2003）。

また，このような教育の方針転換は，教師と子

どもの関係性も変容させ，必要な教師の威厳も喪

失させ，道徳性の発達を促す教育実践にも影響し

ていることが指摘されている（大倉 1994）。

一方，柏�田中（2003）は幼稚園教育は，「教

師主導」か「子ども主体」か，といった教師スタ

ンスにより，「教師と子ども」との関係性の構築

に影響を与えていると述べ，「ややもすれば支配

者となって権力を行使する危険性を多分に内包し

ている」と指摘する。そして，外的権威によりか

かった過度の集団圧力とならないように，子ども

たちにきまりを教える場合なぜそのきまりを守る

ことが必要なのかを説明し，少しずつでも納得さ

せ相互作用の中で一人ひとりの子どもに浸透させ

る必要である。」と論じている。

柏�田中（2003）が述べることは，幼児期の規

範意識の芽生えに関する解説でも強調され，①幼

児期に規範を身につけることが目的なのではなく，

規範に向かう心情や態度をはぐくむことが規範意

識の芽生えを培うということ②きまりを守った後

の気持ちよさや，守れなかったときの心地悪さを

感じる体験から，なぜ規範が必要なのか，規範を

守るとどういうことが起きるのかなどを実体験か

ら学べるようにすること③保育者のかかわりは信

頼関係を基盤とした安心感がもてるようにするこ

と④自らきまりの必要性に気付く経験ができるよ

う，教師の有する規範を強調しすぎることのない

ように配慮すること（岩立 2008，首藤 2012）が繰

り返し述べられてきた。

しかし，子どもの生活の中で生じる規範の内容

は多岐にわたり，必要性に気付くのを待つことが

できる内容もあれば，見守ることが不可能な場合

もある。たとえば，片づけをしない，順番を守る

ことができない，といった規範であれば，その必

要性に気付く契機を待ち，見守るといったかかわ

りが子どもによってはできるかもしれない。しか

し，危険が伴う場合や，相手の尊厳を傷つけるよ

うな言動が見られる場合，保育者の対応の緊急性

が高いことが考えられる。

つまり保育者は規範の内容によって，また子ど

もの発達や状況によって主体的気付きを待つ場合

もあれば積極的な指導を行う場合もあるだろう。

この点についてどのような場合にはどのようなか

かわりや指導が考えられるのか，更なる研究が求

められるのではないだろうか。

Ⅲ．まとめ及び今後の課題

本稿では，子どもの規範意識の形成に関連する
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先行研究が，どのような視点で子どもの「規範意

識」を捉えてきたのかを検討した。先行研究の整

理の観点は①子ども及び子ども同士，②子どもと

保育者，③保育者と教育方針，として，研究対象

別に分類した。以下に本稿で整理した内容のまと

めと，今後の研究において必要となる観点につい

て考察する。本研究が捉えた先行研究の全体像を

図1に示す。

まず，①子ども及び子ども同士に焦点化した研

究では，（1）認知発達研究，（2）子ども同士の規

範共有に分類される研究があった。認知発達研究

に類する研究は研究数が最も多く，幼児期では

3.4歳頃から既に善悪の判断を規定する規範意識

が見られることが多くの研究から明らかにされて

いる。

しかし，実際の保育の中で生じる規範的問題が

十分に取り上げられてきたとはいえない。また，

研究方法が，仮想場面の質問に対する返答から規

範意識の発達を検討する手法が中心となるため，

基本的な子どもの認識を捉える際には有効である

が，それらが実際の人間関係の中でどのように表

出されるのかについては他の研究と合わせて検討

する必要があるだろう。

また，子ども同士の規範共有に関する研究では，

協同的な活動や遊びの展開を集団の相互作用全体

から分析することで，道徳性や規範意識，集団遊

びにおける規範の機能などが検討された。

しかし，個々の子どもに焦点化した研究は少な

く，一人一人の子どもの規範意識の発達過程や成

長を促した要因については明らかにされていない。

また，個々の子どもの継続観察から規範意識の変

化を捉えた研究も�かにみられるものの，研究数

が少なく，年齢や性別が限定されることから，他

の例も併せて検討する必要があるだろう。

次に②子どもと保育者に焦点化した研究では，

（3）保育者が示す規範と子どもの規範意識に関す

る研究，（4）指導方法�教育内容に関する研究が

あった。

保育者が示す規範と子どもの規範意識に関する

研究では，保育実践の比較や継続観察を通して規

範意識の形成を促す保育者の役割，在り方が検討

されている。そして，保育者の指示的な働きかけ

よりも協同的�相互尊重に基づく保育が子どもの

道徳性や規範意識の形成を促すことが示された。

また，具体的な指導方法や教育内容に関する研

究では，ゲームを中心とした規則性のある遊びや

協同遊び（活動）が取り上げられ，日常生活の中

では当番活動や片付け，動植物の飼育栽培といっ

た責任を伴う活動が取り上げられている。その中

で，保育者に望まれる役割や，基本的に求められ

るスタンスが示されている。

しかし，実際の保育は様々な人間関係の中で展
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開してゆく性質のものであり，クラス集団に参加

する子どもの状態も日々一定ではない。また，協

同的�相互尊重に基づく保育が可能となるまでに

はその前提となる育ちが必要であると考える。し

たがって，クラス集団レベルでどのようなスタン

スで保育を行うことが保育者の役割としてふさわ

しいのかを問うだけではなく，保育者が規範形成

に対するかかわりに困難を感じた個々の子どもの

ケースを分析し，その変化や指導法について検討

する必要がある。

③保育者や教育方針に焦点化した研究では，

（5）保育者の保育観，（6）保育�教育理念に関す

る研究があった。保育者の保育観に関する研究か

らは，保育者は子どもの規範意識を利他的�向社

会的な行動から捉える傾向にあること，特に他者

の尊厳にかかわる規範を重大なものと捉える傾向

性が示された。しかし，子どもが規範逸脱行為を

行った場合に保育者がどのようにかかわるのかに

ついては，規範の内容によってその対応が変化す

るだけではなく，年齢や子どもの理解力，その行

為に及ぶ経緯，さらに個々の保育者の園の教育方

針や園文化，保育者自身の経験といった保育者内

の要因など複数の要因から考慮してなされること

が推測される。そのため，保育者が子どものどの

ような側面を指導の観点としているのか保育者内

の要因も含めた研究が今後必要となるだろう。

保育�教育理念に関する研究からは，『幼稚園

教育要領』などの教育指針からの検討する内容や，

道徳教育�規範指導の在り方の提案，幼児教育の

特質との関連から課題を論じる研究等が見られた。

教育指針からの分析では，具体的な指導のあり

方が見えにくいことが指摘されていた。このこと

は，教育指針に示される方向と子どもの実態を結

び付けて保育実践に反映させていくことの難しさ

がその根底に存在するように思われる。したがっ

て，保育現場で生じやすい規範にかかわる問題や，

規範指導が困難なケースはどのような実態がある

のかを明らかにし，その指導の在り方について議

論する必要性があるだろう。

道徳教育�規範指導の在り方の提案に関する研

究では，文部科学省が示す教育指針の変化に伴い，

論文で提案される指導観の変化が見られた。戦後

の教育改革の中で教師の指導性が強調されてきた

時代には「躾」を基礎とした道徳教育�規範指導

のありかたが論じられてきたが，近年では「躾」と

いう概念は道徳教育や規範指導はもとより，幼児

教育全体で用いられることが少なくなった。現在

では構成論に基づく教育の在り方についてPiaget

やDeVriesなどの理論から論じる研究や，実践

と共に論じる研究は見られるものの，道徳教育�

規範指導といった価値伝達に関する教育の在り方

について理論的考察から論じる研究が殆ど見られ

ないことが特徴として挙げられる。これに関連し，

保育者と子どもの関係性も変容してきていること

が指摘されている。たとえば，必要な場面におい

ても子どもに指導しない，明確な価値提示をしな

いといった「主体性」の誤解が生じ，保育現場が

混乱しているといった指摘である。

では，保育現場における「主体性」と「指導性」

の問題は価値伝達をも含む道徳性�規範意識の形

成を促す教育の観点から見た場合，どのように理

解され，実践されているのだろうか。

今後この点について，保育者の保育観の分析を

通して規範意識の形成に対する認識を明らかにす

ると共に，それがどのような実践へと反映される

のか，質問紙やインタビュー，観察調査等，多角

的な視点から実態をに明らかにする必要があるだ

ろう。また，子どもの規範意識の形成に対する教

育の在り方は，十分に議論されていない現状にあ

る。この解決を図るためにも，現在の子ども，保

育者の実態に即した教育の在り方について，教育

学的論拠を背景とした教育モデルの提案が求めら

れるのではないだろうか。
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注

＊1�幼児教育無償化に関する関係閣僚�与党実務者

連絡会議（第 2回）平成 25年 6月 6日資料

URL:www.cas.go.jp/jp/seisaku/youji/dai2/s

ankou1.pdfに記載されている「就学前教育�保

育の実施状況」の調査結果を参照している。

＊2�子どもの日常生活における規範は「規範」と示

されるよりも，「ルール」や「きまり」「約束」と

いった表現で示されることが一般的である。た

とえば，『道徳性の芽生えを培う事例集』（文部

科学省平成13年発行）でも，「遊びの中で，ス

ポーツやゲームや遊びのルールの問題を通して…

（p43）」や，「みんなと一緒に生活していくため

には，守らなくてはならないいくつかのきまり

や約束（p66）」と表現されている。また，遊び

における規範は「鬼ごっこのきまり」というよ

りも「鬼ごっこのルール」といった表記で示さ

れ，園生活の生活にかかわる規範は「きまりや

約束」と表記されるなど，用語の使い分けがな

されている。表記からその扱い方をみると，遊

びの場面における規範に対しては「ルール」が

使用され，生活にかかわる規範は「きまり」や

「約束」という言葉が使用されている。「きまり」

と「約束」については，「きまり」のみ表記され

る場合や，「きまりや約束」のように併せて表記

される場合もあり，明確な区別はみられない。
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